
新潟市測量・調査・設計業務委託共通仕様書一部改定の概要 
 
○適用時期：令和６年１０月１日以降 
改定対象は下記のとおりです。 
・測量業務委託共通仕様書 
・地質・土質調査業務委託共通仕様書 
・設計及び解析業務委託共通仕様書 
 
＜以下、改定内容＞ 
［測量業務委託共通仕様書］ 
・第 102 条 用語の定義 
・第 132 条 個人情報の取り扱い 
 
［地質・土質調査業務委託共通仕様書］ 
・第 102 条 用語の定義 
・第 132 条 個人情報の取り扱い 
・第 502 条 試験等 
・第 503 条 成果物 
・第 505 条 試験等 
・第 506 条 成果物 
・第 515 条 成果物 
・第 804 条 業務内容 
 
［設計及び解析業務委託共通仕様書］ 
１．第１編 共通編                ７．第７編 下水道編 
・第 1102 条 用語の定義              ・今回改定なし 
・第 1131 条 個人情報の取り扱い 
                         ８．主要技術基準及び参考図 
２．第２編 河川編                ・別紙新旧対照表のとおり 
・今回改定なし 
 
３．第３編 海岸編                
・今回改定なし     
 
４．第４編 砂防および地すべり対策編 
・第 4304 条 砂防堰堤及び床固工詳細設計 
・第 4312 条 流木対策工詳細設計 
 
５．第５編 ダム編 
・今回改定なし 
 
６．第６編 道路編 
・今回改定なし 
 
 
 
※改定内容の詳細は別紙新旧対照表をご確認ください。 

 

別紙 


